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第1章 訓練の計画
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1.1 事前準備

＜本節の構成＞ 
何を 誰が いつまでに 

1.1.1 地域状況、計画・マニュアルを確認する
（平時の活動） 

各主体の防災担当者 平時 

1.1.2 年度訓練実施計画を策定する 各主体の訓練企画担
当者

前年度末
（６ヶ⽉以上前） 

1.1.3 総合訓練の訓練準備組織を設置する 道府県及び各主体の訓
練企画担当者 

1.1.1 地域状況、計画・マニュアルを確認する（平時の活動） 

各主体の防災担当者は、訓練実施の前提として、地域防災計画・避難計画や「緊急時対応」を

確認するほか、関連マニュアル等の記載情報を最新のものに改定する。 

手順・留意点

• 当該地域の社会環境の変化及び原子力災害対策の進捗状況等を確認する。 

【最新情報の調査項目（例）】 

• 発電所施設の状況及び周辺地域図 

• 防災関連設備等の整備状況 

• PAZ・UPZ に含まれる地区名や学区名、住民数 

• 避難所・社会福祉施設等の名称、避難車両台数、安定ヨウ素剤配備数等 

• 関係機関・法人等の名称、連絡先 等 

• 最新情報を、各種文書に反映する。 

【調査結果を反映し、訓練の前提とする文書（例）】 

• 地域防災計画 

• 災害対策本部運営マニュアル等の関連マニュアル 

• 避難計画 

• 「緊急時対応」 等 
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1.1.2 年度訓練実施計画を策定する

各主体の訓練企画担当者は、５年間程度の間に行うべき訓練項目を組み合わせた「中期訓練計

画」に基づき、前年度末（次年度に実施する総合訓練の６ヶ月以上前）までに、当該年度の「年度

訓練実施計画」を策定する。 

手順・留意点

• 中期訓練計画に基づく当該年度の訓練実施計画の内容、これまでに実施した訓練の成果や、

前項 1.1.1で確認した計画・マニュアル等を踏まえ、当該年度の訓練実施計画を策定する。 

• 前年度の訓練で得られた教訓の確認、対策進捗状況の確認や検証も重要な観点である。 

• 道府県の訓練企画担当者は、策定した年度訓練実施計画について地域原子力防災協議会作

業部会（以下「作業部会」という。）等を通じて、関係機関に共有する。必要に応じて調整

を行う。 

• 特に、当該年度において新たに追加しようとする訓練項目、訓練対象、実施時期等の

変更事項について、認識を共有する。 

様式・作成事例

• 別添 1「中期訓練計画」 

• 添付資料 1-1「年度訓練実施計画」 
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1.1.3 総合訓練の訓練準備組織を設置する

道府県及び各主体の訓練企画担当者は、訓練６ヶ月以上前までに、訓練準備組織を設置する。

また、必要に応じて、周辺県や原子力防災専門官等に協力を求める。 

手順・留意点

• 道府県は訓練準備組織を設置する。「総合調整」、「広報」、「シナリオ・データ作成」、「評価

検討」、「運営支援」等、地域の実情に応じて必要な機能と役割を設定する。 

• 周辺県が訓練に参加する場合は、所在道府県が周辺県に対して訓練準備組織への参画を要

請し、訓練準備を連携して進める。 

• 当該周辺県においても所在道府県と同様に訓練準備組織を設置し、所在道府県の組織

との調整・連携を行う。 

• 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官（以下「原子力防災専門官等」という。）と調

整・連携を行うため、近隣原子力規制事務所の原子力防災専門官等への協力依頼を行う。 

• 訓練の準備に関する会議等への参加を求め、訓練の企画及び評価に関して、協力・支

援を受けることが重要である。 

• 訓練実施段階では、訓練準備組織の機能を引き継ぐ形で、訓練指揮者の責任のもと、総合

調整に実質的に統制されている訓練管理機能及び訓練評価機能を設置する。（具体的な体

制については、3 章図 3-1 もしくは 4 章図 4-1 参照のこと。）
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• 訓練指揮者は、訓練全般（訓練の管理及び評価）に責任を持ち、不在時は副指揮者が

その役割を担う。総合調整は、訓練指揮者のもとで訓練の管理機能及び評価機能を実

質的に統制、調整する。 

図 1-1 訓練準備組織の構成（例）
※ガイダンスより再掲 

表 1-1 訓練準備組織に必要な機能と役割（例）

機能 役割

総合調整

・総合訓練実施計画の策定
・訓練企画⽴案の工程管理
・訓練準備に係る関係機関との連絡・調整（協議会等との関係を含む。） 
・訓練の実施及び管理
・訓練の評価及び訓練後の改善に係る管理 等

広報 ・訓練に関する対外説明
・報道機関の取材対応及び訓練参加の調整 等

ｼﾅﾘｵ･ﾃﾞｰﾀ作成 ・訓練シナリオの⽴案
・訓練資料、データの作成 等

評価検討 ・訓練の評価に関する準備、整理 等

運営⽀援
・訓練に必要な物品や機材の調達
・訓練参加者の移動手段等の確保
・訓練参加者への配付資料の準備 等
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